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	資金名
	資金使途
	融資対象
	貸付限度
	貸付利率
	貸付期間
	償還方法
	保証人
	担保
	添付書類
	信用保証
	取扱金融機関
	申込先

	振興資金
	設備資金
	店舗・工場・機械等の設備に要する費用
	中小企業者
	1,200万円以内
	年2.4％
	7年以内(建物等は10年以内)
	6か月以内据置
分割償還
	原則として個人事業者は不要
原則として法人にあっては法人代表者(実質経営者を含む)を要す
	必要に応じ徴する

	決算書・最近の試算表
町税納税証明書
見積書・設計図書又はカタログ
	町負担100％

※但し事業者選択型経営者保証非提供制度利用の場合は以下の通りとする。

上乗せ0.25%
　3/4　(75％)
上乗せ0.45%
　2/3　(66％)申込書類について　　各提出書類を1部ずつクリップ等で留め、4セットご提出ください。（町、商工会、長野県信用保証協会、金融機関　各1部）

　　○決算書・最近の試算表
　　・申込日から遡って6ヶ月以内の、税理士や会計事務所などの第三者が証明するもの
　　・貸借対照表などが作成できない場合に限り、最新の確定申告書などで代用可能とする
　　　※ただし、申込日から遡って6か月以上経過の場合は、第三者が証明する直近の試算表も併せて添付のこと

　　○見積書・設計図書またはカタログ（設備資金の場合）
　　・有効期限が切れていない、直近の日付の見積書
　　・設置場所の住所等が記載されているもの（住所が確認できない場合は、別途設置場所の地図等を添付）
　　・カタログは、インターネットの画像等でも可能とする（見積書に記載の型番等が確認できるもの）

	八十二長野銀行 松川支店
飯田信用金庫 大島支店
アルプス中央信用金庫 上片桐支店
	松川町商工会 経由
松川町役場産業観光課

	
	運転資金
	商品・材料等に要する仕入資金
	中小企業者
	500万円以内
	年2.4％
	5年以内
	据置なし
分割償還
	
	
	決算書・最近の試算表
町税納税証明書
	
	
	

	小口資金
	小口の設備資金及び運転資金
	小規模企業者
	300万円以内
	年2.0％
	5年以内
	6か月以内据置
分割償還
	
	徴しない
	決算書・最近の試算表
町税納税証明書
(設備の場合は見積書・設計図書又はカタログ)
	
	
	

	若手経営者育成資金
	店舗・工場・機械等の設備に要する費用
	中小企業者で、個人企業者及び会社又は組合の代表者の継承者及び若手経営者で現に当該商工業に従事する45歳以下の者
原則として6か月以上商工会の経営指導を受けていること
	1,000万円以内
	年2.3％(利子補給7年間1.4％以内)
	7年以内(建物等は10年以内)
	6か月以内据置
分割償還
	
	必要に応じ徴する

	決算書・最近の試算表
町税納税証明書
見積書・設計図書又はカタログ
	
	
	

	経営健全化資金
	事業の転換・新分野進出等経営の多角化に要する費用及び不況等に伴う運転資金
また、月々の返済額の軽減及び資金調達の円滑化等のための運転資金(振興資金、小口資金、経営健全化資金)の借換え資金
	中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する者。又は上記以外で売上高が前（々）年対比5％以上減少している中小企業。どちらも原則として6か月以上商工会の経営指導を受けていること
	1,000万円以内
	年2.1％(利子補給5年間0.7％以内

ただし、経営健全化資金からの借換えは、従前のものを含め5年間とする)
	7年以内
	6か月以内据置
分割償還
(ただし、借換えの場合、据置なし分割償還)
	
	
	決算書・最近の試算表
町税納税証明書
事業計画書
発注企業の証明書
	
	
	

	創業支援資金
	開業に要する運転資金及び設備資金
	新規開業予定者及び開業から5年以内で事業実施のために資金を必要とし、「特定創業支援事業」を受けた者
	500万円以内
	年2.0％（利子補給5年間1.0％以内
	7年以内
	6か月以内据置
分割償還
	
	
	創業計画書又は収支計画書
町税納税証明書
設備資金は、見積書・設計図書又はカタログ
住民票
	
	
	

	特別小口資金
	運転資金
（新規借入のみ。ただし、特別小口資金からの借換えは可。）「特別小口資金」「特別経営健全化資金」は
休止中

	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、1か月の売上高が前（々）年対比10％以上減少している小規模企業者
原則として6か月以上商工会の経営指導を受けていること
	500万円以内
	年1.8％（利子補給3年間1.8％以内
ただし、借換えの場合は、従前のものを含め3年間とする）
	10年以内
	1年以内据置
分割償還
	
	
	決算書・最近の試算表
町税納税証明書
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の確認書
	
	
	

	特別経営健全化資金
	運転資金
	新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する者又は危機関連保証制度要綱（平成29・10・23中庁第1号）に定める危機関連保証を利用する者
原則として6か月以上商工会の経営指導を受けていること
	1,000万円以内
	年1.8％（利子補給3年間1.8％以内
ただし、特別経営健全化資金からの借換えは、従前のものを含め3年間とする）
	10年以内
	1年以内据置
分割償還
	
	
	決算書・最近の試算表
町税納税証明書
事業計画書
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